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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電機工業会（JEMA），一般財団法人家電製品協会（AEHA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，

工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経

済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS C 9911:2007 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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and electronic equipment 

 
序文 

我が国では，家電リサイクルなどの仕組みによって，資源循環及び環境負荷低減を目的に，機器由来の

素材などが回収・リサイクルされ，再生資源の利用が進展している。特に，家電機器の分野では，履歴の

明確な良質の使用済みプラスチックなどが機器製造業者のコントロール下で回収され，再生資源として再

利用される仕組みが相当程度定着してきている。この規格は，今後，更に品質の確保された資源再利用の

取組みを一層促進させることを目的として，機器製造業者による機器及び部品の設計段階での資源再利用

の程度を示す指標を標準化し，併せて，資源循環が考慮された環境配慮機器の市場における認知と普及・

促進を図ることも考慮して，2007 年に制定した。 

引き続き，家電機器分野でのマテリアルリサイクルの取組みは進展しているが，2007 年の新規制定後の

資源再利用を巡る社会的な状況，機器製造業者による資源再利用指標の運用実態等を踏まえ，現状に適し

た規格として内容を見直し，改正した。 

 

1 適用範囲 

この規格は，電気・電子機器（以下，“機器”という。）の設計・製造段階における資源の有効利用の取

組みの成果を評価するため，機器及び部品の設計・製造段階において，資源が再利用される割合を設計段

階で示す指標の算定及び表示方法について規定する。 

なお，この規格において機器とは，特定家庭用機器再商品化法（平成 10 年法律第 97 号）（以下，“家電

リサイクル法”という。）に基づき指定された機械器具のうち，次のものをいう。ただし，ブラウン管式テ

レビジョン受信機については，製造事業者による設計・製造が既に終了していることから，適用範囲から

除外している。 

a) ユニット形エアコンディショナ 

b) 液晶式テレビジョン受信機 

ただし，電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り，建築物に組み込むことができる

ように設計したものを除く。 

c) プラズマ式テレビジョン受信機 

d) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

e) 電気洗濯機 

f) 衣類乾燥機 

注記 適用範囲以外の機器について，この規格を適用することを妨げない。 


